
はじめに

本稿は、米国通信法に関する第２回目の解説で

あり、今回取り上げるテーマは、長距離通信事業

者が地域電話会社に接続する際に支払うアクセス

チャージの問題である。１９９６年の通信法改正にお

ける接続問題でまず思い浮かぶのは、同法第２５１

条及び第２５２条、すなわち、地域通信市場に新た

に参入し、既存の地域電話会社と接続する際の接

続条件及び接続料金規定であろう１）。この条項は、

従来から独占的状態と考えられてきた地域通信市

場における競争条件整備を目的としていること、

料金算定に当たってこれまでの会計データの完全

配賦費用方式から、経済的費用による長期増分費

用方式に変更したこと、その一方で、この通信法

の規定を具体化するFCC規則の適否をめぐって

最高裁判所で争われたこともあって、現在でも注

目を集めている規定の一つである２）。これに対し、

長距離通信事業者が地域電話会社に支払うアクセ

スチャージに関しては、従前から制度として存在

し、また、今回の法改正自体で直接明記されたも

のではないため、注目の度合いという点では、地

域通信市場における接続問題のかげに隠れた状況

となっている。しかし、種々の制度設計に関して

１９９６年の通信法改正で直接的には触れられていな

いものの、同法がすべての市場における競争政策

［要約］

本稿は、第２回目の米国通信法の解説であり、今回のテーマはアクセスチャージである。

FCCは、アクセスチャージ改革、接続問題、ユニバーサル・サービス問題は三部作であ

るとし、１９９６年の通信法改正を契機にこれらの問題の解決に対して積極的に取り組む姿勢

を明らかにした。アクセスチャージに関しては、これまでの不透明な補助制度の見直しに

よる資源の効率的配分の実現に加え、ベル系地域電話会社が長距離通信サービスを提供す

るに当たってのベル系地域電話会社と長距離通信事業者との競争条件整備、地域通信市場

の接続料金との整合性確保の観点から見直しが求められている。しかし、この問題に関し

ては、ベル・システム時代からの経緯もあり、FCCのアクセスチャージ改革は順調に進

展しているとは言い難い。
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米国のアクセスチャージとその改革の意義

岐阜経済大学専任講師（郵政研究所客員研究官） 浅井 澄子

１）FCCは、長距離通信事業者が地域電話会社に支払う接続の対価をアクセスチャージ（access charge）、通信法第２５１条に規定す
る地域通信市場に参入し、既存の地域電話会社と接続する際の対価を接続料金（price for interconnection）と区別している。
本稿でも、前者をアクセスチャージ、後者を接続料金と区別して使うこととする。

２）１９９９年１月に連邦最高裁判所は、FCCの主張を概ね支持する判決を下した。裁判所がFCCに再検討を要請した通信法第２５１条
a項æ”のアンバンドルについては、FCCは１９９９年９月に検討結果を提示している（FCC９９―２３８）。
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を顕示した結果、再構築を求められているシステ

ムが存在し、アクセスチャージ問題もその中の一

つである。このため、FCCは、通信法改正以降、

この問題に対して「アクセスチャージ改革」と称

して積極的に取り組んでおり、このことが、本稿

のテーマとして取り上げる第一の理由である。

また、アクセスチャージには、１９９１年よりプラ

イスキャップ規制方式が適用されているが、１９９７

年に決定されたX値の適否を巡っては裁判所で争

われ、１９９９年にFCCに対して再検討を命じる判

決が下されている。プライスキャップ規制は、米

国の電気通信事業では、１９８９年から１９９５年までの

間、AT＆Tのエンド・ユーザー料金に対して適

用されてきた歴史があるが、他の公益事業におい

ても、従来の公正報酬率規制に代わるインセン

ティブ規制として導入されている実態がある。ど

のような方法でX値が決定され、何が問題として

指摘されたのかについては、電気通信事業に限ら

ず公益事業一般において共通する問題であると思

われる。このため、米国通信法の解説としては、

多少、テクニカルな問題を取り上げることにはな

るが、プライスキャップ規制方式の他の事業への

応用の点から、X値の設定方式の問題を取り上げ

ることとする。米国の電気通信事業におけるX値

決定の議論をたどることが、本稿でアクセス

チャージ問題を取り上げる第２の理由であると言

える。

米国のアクセスチャージは、これまでの歴史的

経緯もあり、複雑な制度である。まず、第１節で

アクセスチャージ改革の意義を筆者なりの視点で

明らかにした上で、第２節でこれまでの歴史的経

緯を簡単に概観する。第３節は１９９６年以降のアク

セスチャージ改革の議論の動向であり、ここで

FCCが目指していた改革と現実との乖離が示さ

れる。第４節は、アクセスチャージ改革で問題と

なったプライスキャップ規制のX値設定に限定し

た議論を行う。

なお、本稿のアクセスチャージの対象は、州際

通信、国際通信を提供する長距離通信事業者が自

己のサービスを完了させるため、地域電話会社に

支払うFCC所管の料金であり、長距離通信事業

者が、州政府の管轄である州内LATA間通信

サービスを提供するために地域電話会社に支払う

料金については、本稿の対象外である。

１ アクセスチャージ改革の意義

１９９６年の通信法改正を契機に進められているア

クセスチャージ改革は、次の３点を目的にすると

考えることができる。第１の目的は、資源の効率

的配分の実現である。現在のアクセスチャージは、

長距離通信と地域通信が一体的、かつ、ほぼ独占

的状態で提供されてきたベル・システム時代の制

度を継承し、アクセスチャージの過大な算定を通

じて実現される加入者回線の通信量に比例せず発

図１ 長距離・地域通信市場における料金のリバランシング

４３ 郵政研究所月報 ２０００．４



生する費用（Non―Traffic Sensitive Cost以下、

「NTS費用」という。）に対する長距離通信市場

からの暗黙的な（implicit）補助であると言われ

ている。

図１は、資源の効率的配分を実現する価格（PLE

及びPSE）、１９８４年のFCC決定以前の価格（PLA及び

PSA）、１９８４年のFCC規則の改正における価格（PLB

及びPSB）体系を単純化して示したものである。

歴史的経緯については、第２節で概説するが、

AT＆T分割以前では長距離通信サービスには補

助の原資として費用を上回る料金PLAが設定され、

一方、地域通信市場では、NTS費用に対する補

助を通じて、ユニバーサル・サービスとしての

PSAという低廉な地域通信サービスが提供されて

きた３）。これに対し、FCCは、AT＆T分割という

垂直分離を契機に、補助制度の全面的な見直しを

試みたが、結果的には、利用者の費用一部負担、

長距離通信事業者が地域電話会社に支払うアクセ

スチャージの減額という部分的な改善にとどまっ

ている。このときの価格水準が、PLB及びPSBであ

る。しかし、この水準であっても、長距離通信市

場から地域通信市場への補助は続いており、

FCCのアクセスチャージ改革としての今回の試

みは、長距離通信市場から地域通信市場への補助

を廃止し、PLE及びPSEの価格水準を実現することに

ある。

さらに、NTS費用は、その定義上、通信量に

は依存しない費用であるが、加入者への定額料金

のほか、長距離通信事業者に対しては、提供する

サービスの通信量に応じて課金される仕組みがと

られている。長距離通信事業者に割り当てられた

費用は、最終的に長距離通信サービス料金に転嫁

されるため、従量制のアクセスチャージ制度の下

では、長距離通信サービスの大口利用者が、小口

利用者に比べより多くのNTS費用を負担し、不

公平感が生じる。このように１９８４年に決定された

アクセスチャージ制度は、長距離通信市場から地

域通信市場、長距離通信サービスの大口利用者か

ら小口利用者への補助を含んでいるが、補助対象

はいずれもNTS費用であるので、ここでの論点

は、NTS費用の負担分を、今後、どのような形

で利用者から回収するのかという問題であると要

約することができる。

第２の目的は、通信法第２５１条及び第２５２条の地

域通信市場における接続規定との整合性確保であ

る。１９９６年に改正された通信法は、地域通信市場

における競争条件整備の一環として、新たに地域

通信市場に参入する地域通信事業者が、既存の地

域電話会社のネットワークに接続する際の接続条

件を規定した。一方、長距離通信事業者は、自己

のサービスを完結するため、大口ユーザーにエン

ド・ツー・エンドでサービスを提供する場合を除

き、既存の地域電話会社のネットワークに接続す

る形態をとる。この場合、既存の地域電話会社か

ら見れば、自己のネットワークに接続する相手が、

新たに地域通信市場に参入する地域通信事業者の

場合は競争者、長距離通信事業者の場合は補完者

という異なる意味合いを持つことになる。しかし、

通信法第２５１条は、すべての電気通信事業者に対

し、接続義務を課していることから、たとえ自己

の競争者であっても接続を拒否することができず、

競争者か補完者かの区別は実際上、意味をなさな

くなる。さらに、既存の地域電話会社が、一定の

対価で自己のネットワーク設備を提供するという

点では、提供相手が地域通信事業者であるか、長

距離通信事業者であるかの別を問わず、同じ経済

的行為をとっていることになる４）。このため、既

存の地域電話会社のネットワークへの接続料と考

３）ただし、米国では現在でも、市内料金について定額料金制、あるいは、定額料金と二部料金制の自己選択制がとられていると
ころが多い。詳細な情報は、http：／／www.fcc.govから入手することができる。
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えれば、長距離通信事業者が支払うアクセス

チャージと、新規に参入する地域通信事業者との

接続料金を区別する必然性はなく、従来のアクセ

スチャージと新たに提起された地域通信市場にお

ける総要素長期増分費用方式（Total Element

Long―Run Incremental Cost：以下、「TELRIC」

という。）による接続料金とは、将来的には統合

化されていくことが合理的であると考えられる。

一方の地域通信市場における接続料金も、司法の

場で争われ、その制度設計は着実に進展している

とは言い難いが、両者の整合性をどのように確保

するのかという問題が生じることになる。

第３の目的は、長距離通信市場における競争条

件の同一性確保である。米国通信法は、１９９６年の

改正で新たに設けられた第２７１条で、ベル系地域

電話会社に対し条件付きでLATA（Local Access

and Transportation Area）間通信の提供を認め

た。この結果、ベル系地域電話会社は、一定の要

件を満たす場合に限られるが、地域通信サービス

と長距離通信サービスの双方を提供する垂直統合

された形態をとることになる５）。この場合、AT

＆T等の長距離通信事業者とベル系地域電話会社

が、長距離通信市場において競争関係に立つこと

になるが、ベル系地域電話会社は地域通信から長

距離通信までエンド・ツー・エンドでサービスを

提供する一方、長距離通信事業者は、補助支払い

を含めたアクセスチャージを地域電話会社に支払

いつつ、長距離通信市場で地域電話会社と競争す

る形態は、イコール・フッティングな状態である

とは判断しがたい。現時点のところ、ベル系地域

電話会社の長距離通信サービスの提供については、

ベル・アトランティックのニューヨーク州での

サービスという一例が認められたに過ぎないが６）、

今後、他のベル系地域電話会社、あるいは、ベ

ル・アトランティックに他の州での長距離通信

サービスの提供が認められる状況を想定すると、

長距離通信市場における競争条件確保の観点から、

アクセスチャージの早急な見直しが求められるこ

とになる。

以上のとおり、アクセスチャージは、ベル系地

域電話会社に業務制約が課されていた段階では、

資源の効率的配分を阻害する問題として位置づけ

られてきたが、１９９６年の通信法改正で、地域通信

市場における競争政策が明記されたことと、ベル

系地域電話会社の垂直統合形態への道が開かれた

ことによって、競争条件の公平性の問題が新たに

付け加わったと考えることができる。

さらに、長距離通信事業者が支払うアクセス

チャージには、高費用地域の地域電話会社に対す

る補助原資であるユニバーサル・サービス・

チャージ及び低所得者層に対する補助原資である

ライフライン・アシスタンス・チャージも含まれ

ている。ユニバーサル・サービスについては、

１９９６年の通信法改正でユニバーサル・サービスの

対象範囲、補助原資の拠出方法等も改められてお

り、これに伴ってユニバーサル・サービスを実現

するための原資としてのアクセスチャージも見直

されることになる。

FCCは、１９９６年８月に、１９９６年の通信法改正

に基づき、地域通信市場における接続問題に関す

４）ネットワーク設備の提供に関しての相違点としては、我が国の長距離通信事業者がNTTのネットワークとZC接続し、他事業
者がGC接続しているように、相手事業者によって接続対象のネットワーク領域に差が生じることがある。しかし、ネットワー
クがアンバンドルされ、適正な料金が設定されている限り、接続対象に差異はあっても、必要なネットワーク部分のみを対価
を払って接続するという経済的行為自体には変わりはない。

５）通信法第２７２条でLATA間通信の提供が認められたベル系地域電話会社は、開始後３年間は分離子会社による提供が義務付け
られている。したがって、完全な垂直統合形態は、最も早いと想定されるベル・アトランティックの場合でも、２００３年以降で
ある。

６）ベル・アトランティックは、ニューヨーク州での提供に関して、１９９７年２月に申請を行い、FCCとの協議の末、１９９９年１２月２１
日に提供が認められた。詳細については、FCC９９―４０４参照。

４５ 郵政研究所月報 ２０００．４



る規則を制定した。FCCはその文書の中で、地

域通信市場の接続問題、ユニバーサル・サービス、

アクセスチャージの問題は「３部作」であると称

し、この３点を併せて改革する方針を明言した。

地域通信市場の接続料金と長距離通信事業者が既

存の地域電話会社に支払うアクセスチャージ間で

は整合性をとる必要性があることは前述の通りで

あり、また、ユニバーサル・サービスの枠組みの

変更は、ユニバーサル・サービス実現のための資

金源としてのアクセスチャージ制度の見直しを伴

うことになる７）。この意味で、地域通信市場の接

続料金、ユニバーサル・サービス、アクセス

チャージの問題は、まさに三位一体の関係にある

と考えられる。

２ アクセスチャージの概要

２．１ これまでの経緯

米国におけるアクセスチャージの歴史は、大別

すると、ベル・システムの費用分収の時代、長距

離通信市場における新規参入事業者の登場から

AT＆T分割までの時代、イコール・アクセス実

施以降の３つに区分することができる。

第１期目は、分割前のベルシステムが長距離通

信、地域通信を通して事実上の独占的状態でサー

ビスを提供していた時代である。この時期のベ

ル・システムは、垂直統合形態ではあるものの、

規制機関が連邦と州で分かれているため、料金算

定上、どの費用を州際又は州内の費用として配賦

するかが規制上の議論の焦点であった。具体的に

は、料金算定に当たって、地域通信サービスと長

距離通信サービスのいずれのサービス提供にも必

要不可欠なNTS費用の負担問題である。この

NTS費用については、１９３０年のイリノイ州公益

事業委員会対イリノイ・ベルとの判決以降、

FCC規則の改定によって、州際部分がNTS費用

をより多く負担するように連邦側の負担比率が、

徐々に高められていった（表１参照）。具体的に

１９８１年の時点では、総通信時間に占める州際通信

の比率は８％であったのに対し、NTS費用の

２６％が連邦の費用として長距離通信事業者に割り

当てられている。すなわち、第１期の問題は、独

占的な垂直統合事業者であるベル・システム内部

で、長距離通信サービスと地域通信サービスの費

用配賦をどのようにして行うのか、また、技術進

歩による費用の低下が相対的に小さい地域通信

サービスの料金値上げをどのように抑制するのか、

その抑制手段としての内部補助をどのようにルー

ル化するのかという点にあったと要約することが

できる。

第２期目は、１９６９年のMCIの専用サービス提供、

１９７８年のエグゼキュネット判決によるMCIの電話

サービス市場への参入に端を発する。これまで既

存の地域電話会社、とりわけ、ベル系地域電話会

社は、ベル・システム内部の分収という形態で地

域通信と長距離通信間の精算を行っていたが、長

距離通信市場に新規参入が生じたことによって、

これら競争事業者に接続サービスを提供する際の

料金設定の必要性が生じてきた。この時期の一つ

の決定事項が、MCI等の参入事業者全般を対象と

する暫定的かつ包括的取り決めとしてのENFIA

協定（Exchange Network Facility for Interstate

Access）である。ENFIA料金は、�１地域電話会

社の市内交換局から新規参入事業者の接続点まで

の回線料金（定額料金）、�２市内交換機の利用料

金（従量料金）、�３NTS費用の負担分の３つから

構成される。このうち、MCI等の新規参入事業者

７）アクセスチャージがNTS費用の補助、ユニバーサル・サービス・ファンド、ライフライン・アシスタンスの資金源となってい
るほか、アクセスチャージにおける地域別の費用差を反映したゾーン制の見直しは、料金の平準化、価格差異化の問題として、
ユニバーサル・サービスの問題とも関連する。
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が支払うNTS費用に関しては、新規参入当時の

ベル・システムのネットワークが、他事業者との

接続を前提に設計、構築されていなかったため、

MCIに接続する場合の利用者は２０～２７桁のダイヤ

ル桁数を回す必要性があり煩雑であったこと、接

続によって品質が劣化するという理由から、AT

＆TのNTS費用負担の５５％割引とすることとされ

た。このことは、イコール・アクセス実施までの

技術的競争条件の未整備を、アクセスチャージの

一部を割り引くことでひとまず解決したと解釈す

ることができるが、技術的劣化の損失がNTS費

用の負担を約半分にすることで均衡するのか、否

かという問題を惹起させることになる８）。

第３期目は、AT＆T分割を定めた１９８２年の修

正同意判決が、ベル系地域電話会社に対し、イ

コール・アクセスの実施を義務づけたことを契機

とする。この技術上の競争条件の同一性確保によ

り、ENFIA協定における料金割引の根拠が失わ

れ、１９８３年のFCCの統一アクセスチャージ・

ルールで、AT＆T、新規参入の長距離通信事業

者の別を問わず、同一水準のアクセスチャージが

適用されることとなった。ベル系地域電話会社に

対し、交換機の更改を義務付けたことで、不透明

なENFIA料金は終了することになる。

また、FCCは、垂直分離でもあるAT＆T分割

の実施を契機に、従来のアクセスチャージによる

NTS費用負担の見直しもこの時期に試みた。し

かし、１９８２年のFCC原案では、住宅用利用者の

市内料金が最終的に倍増することが見込まれたた

め、消費者団体及び議会から反対が起こり、加入

者は新たに費用の一部を定額料金で負担し、残り

を長距離通信事業者が従量制で負担することで妥

協が図られた。したがって、１９８４年のFCC決定

によって、NTS費用の負担問題は部分的には解

決したものの、資源の効率的配分の点では、今な

お解決すべき課題として残されている９）。この

AT＆T分割を契機に定められたアクセスチャー

ジ制度が、基本的には今回のアクセスチャージ改

革まで適用され、その概要は、次の�２項のとおり

である。

２．２ 現行制度の概要

最初にアクセスチャージの構成と算定方式、次

にアクセスチャージに対する規制方式について説

明する。FCCが所管する州際アクセスチャージ

は、長距離通信事業者が、州際通信及び国際通信

サービスを提供するために、ベル系又は独立系の

地域電話会社のネットワークに接続する際の対価

であり、次の手順で設定される。

�１FCC規則第３２部の統一会計システム（Uni-

form System of Accounts：USOA）に従って、

地域電話会社の支出及び投資費用を帳簿として記

録する。

�２FCC規則第６４部により、�１の会計データを

規制サービスと非規制サービスに分計する。

�３FCC規則第３６部により、�２の会計データを

州際・州内通信部分に分計する。

�４地域電話会社は、FCC規則第６９部により、

規制サービスの州際アクセスサービスの費用を長

距離通信事業者と加入者から徴収する１０）。この際、

プライスキャップ規制を導入する地域電話会社は、

FCC規則第６１部の適用を受ける。

８）AT＆T分割前のMCIの高い利潤率及び市場占有率の上昇は、NTS費用の負担軽減が大きく寄与しているとする見解もある。具
体的には、Brock（１９９４、PP．１４２―１４３）参照。

９）図１は、１９８４年に長距離通信サービス料金がPLAからPLBに、地域通信サービス料金がPSAからPSBに移行したことを示している
が、資源の効率的配分を実現するPLEとPSEとは異なっている。

１０）加入者からの徴収とは、NTS費用の一部を加入者回線料として課している部分である。アクセスチャージは、長距離通信事業
者が地域電話会社のネットワークに接続する際の対価であるが、これまでの経緯から、加入者が支払うNTS費用についても、
アクセスチャージの中に含められている。
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�４のプライスキャップ規制は、１９９１年より大規

模な地域電話会社を対象に適用されており、この

プライスキャップ規制におけるX値設定を巡って

は、第４節の議論を引き起こすことになる。�４で

は、プライスキャップ規制を選択するか、個々の

サービス毎にアクセスチャージを設定するかで分

かれるが、�１から�３では、会計データの配賦が実

施されており、地域通信市場で導入が試みられて

いる経済的費用データによる長期増分費用方式と

は異なる算定方式がとられている。

このアクセスチャージをネットワーク構成でみ

たものが、図２である。長距離通信事業者が、あ

る地域電話会社と接続するには、接続点から直接、

地域電話会社の端局に専用回線で接続するケース

Ａと、地域電話会社のタンデム局に専用回線で接

続し、タンデム局から端局までは、複数の長距離

通信事業者間でネットワークを共有するケースＢ

に大別される。専用回線の接続は定額料金で徴収

され、共用回線の伝送及び交換局の利用量に応じ

て変化する費用は、分単位の従量制で課金される

仕組みとなっている。

また、アクセスチャージには、上記以外にユニ

バーサル・サービス・ファンド及びライフライ

ン・アシスタンスの運営に必要な収入を確保する

ための課金も含まれる。とりわけ、高費用地域の

地域電話会社に対する補助であるユニバーサル・

サービス・ファンドについては、そのコスト算定

の適否及び費用削減インセンティブが十分に機能

しない補助システムであるという問題が指摘され

ている。現在、これらの問題点を解決するための

モデル構築が進められているが、一連の作業は、

FCCの当初の予定より遅延している状況にある。

以上のとおり、長距離通信事業は従来から技術

進歩と需要増大の双方の観点から、費用負担能力

が相対的に大きいと考えられ、この結果、NTS

費用をはじめ、高費用地域の地域電話会社、さら

には、特定の個人に対する補助制度の原資の供給

先と位置づけられ、この仕組みがFCC規則とし

てルール化されてきたことになる。

さらに、現在のアクセスチャージの料金は、会

計上のデータに基づき算定され、費用配賦の適正

性の問題に加え、地域電話会社の非効率性が含ま

図２ ネットワーク構成とアクセスチャージ

POP ：長距離通信事業者との接続点
ケースＡ ケースＢ

エントランス設備：定額料金

地域電話会社のワイヤー・センター（SWC）
専用回線：定額料金

専用回線
定額料金 地域電話会社のタンデム局

タンデム交換料：従量料金

共用回線
伝送料金：従量料金

地域電話会社の端局（EO）

加入者回線 ローカル交換：従量料金（１９９７年に一部定額料金に変更）
事業者共用回線料：１９９７年に従量料金から定額料金

に変更
加入者回線料：加入者に定額料金

加入者

FCC９６―４８８（１９９６，１２，２３）図１一部修正

１１）AT＆Tは、アクセスチャージ改革に対する意見として、現行のアクセスチャージの水準は、経済的費用に基づき算定された水
準のほぼ７倍に匹敵すると主張している。FCC９７―１５８，para.１１参照。
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れること、費用削減インセンティブが作用しない

ことが、従来から問題として指摘されてきた１１）。

米国では、支配的事業者であったAT＆Tに対し、

１９８９年から１９９５年までの間、規制コストの削減と

効率化インセンティブ付与の観点から、インセン

ティブ規制の一つとしてプライスキャップ規制が

適用されてきた。一方、FCCは、地域電話会社

が提供するアクセスサービスに対しても、効率化

促進のため、プライスキャップ規制を導入するこ

とを１９９０年９月に決定し、現在、大規模な地域電

話会社の提供する州際アクセスチャージに対し、

プライスキャップ規制が適用されている。

このアクセスチャージにおけるプライスキャッ

プ規制方式についても、３段階の変遷を遂げてい

る。まず、第１段階は、プライスキャップ規制が

初めて導入された１９９０年９月の「報告及び命令」

である。ここでは、X値は３．３％と４．３％の２種類

が設けられ、かつ、事後的に達成された報酬率を

計算し、規定以上の報酬率を得ている場合には、

その一部を還元する仕組みが設けられている。こ

れは、利潤分配方式と称されるもので、設定され

たX値の信頼性に対する是正措置を予め組み込ん

でいる。

第２段階は、１９９５年３月の「報告及び命令」で

あり、ここでは、Xの値として４．０％、４．７％、

５．３％とX値が引き上げられ、かつ、５．３％を選択

した地域電話会社にはインセンティブ効果を高め

るため、利潤分配方式の適用が廃止され、プライ

スキャップ規制方式のみを適用するというもので

ある。

第３段階は、１９９７年５月の「報告及び命令」で

あり、X値を６．５％に一本化し、かつ、利潤分配

方式を解除することを主たる変更点とする。しか

し、このX値の引き上げに対し、地域電話会社の

団体であるUSTA（United States Telephone As-

sociation）は、６．５％の根拠が明確ではないこと

を理由に、本件に関し、FCCをコロンビア特別

区巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the

District of Columbia Circuit）に提訴した。この

裁判では、AT＆Tも第３者として加わる形で審

表１ 州際アクセスチャージに関する主たる動き

１９３０年 イリノイ州公益事業委員会とイリノイ・ベル判決

１９４３～１９５２年 州内、州際通信時間を１：１として、NTS費用を配賦

１９５２～１９６５年 州内、州際通信時間を１：１．８として、NTS費用を配賦（チャールストン方式）

１９６５～１９６９年 州内、州際通信時間を１：２．５として、NTS費用を配賦（デンバー方式）

１９６９～１９７０年 州内、州際通信時間を１：３．２として、NTS費用を配賦（FCC方式）

１９７０～１９８４年 州内、州際通信時間を１：３．２５として、NTS費用を配賦（オザーク方式）

１９７８～１９８４年 ENFIA料金の適用

１９８２年１２月 FCCアクセスチャージ裁定（反対により見直し）

１９８３年７月 FCC修正アクセスチャージ裁定

１９９０年９月 FCC決定（州際アクセスチャージに対する利潤分配方式を加えたプライスキャップ規制の適用）

１９９５年３月 FCC報告及び命令（９４―１）

（上記プライスキャップ規制のX値の見直し）

１９９７年５月 FCC第１回報告及び命令（９７―１５８）

（NTS費用の見直し）

１９９７年５月 FCC第４回報告及び命令（９７―１５９）

（複数X値の一本化、利潤分配方式の廃止）

１９９９年５月 FCC対USTAの判決（FCC再検討命令）

１９９９年８月 FCC第５回報告、命令及び規則制定案告示（９９―２０６）

（規制の簡素化）

１９９９年１１月 FCC規則制定案告示（９９―３４５）（X値の見直し）
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議が進められ、１９９９年５月２１日に下された判決の

結論は、FCCにX値としての６．５％の設定を再検

討するよう命じるというものである。この判決の

結果、FCCは次節で述べる規則制定案に対する

公告を行うことになる。以上、これまでのアクセ

スチャージに関する主たる動向を一覧にしたもの

が、表１である。

３ アクセスチャージ改革の概要

前節の状況に対するFCCのアクセスチャージ

改革は、大別して３つの側面から実施されている。

一つ目は、アクセスチャージ改革の第一の目的に

対応するNTS費用の負担方法の見直しである。

具体的には、加入者回線料の引き上げと、これに

よる長距離通信事業者の負担軽減及び長距離通信

事業者への課金方法の見直しである。２点目は、

アクセスチャージ方式の柔軟化、規制の簡素化の

観点からの見直しである。これは、通信法第１０条

の競争促進、規制緩和の規定に基づく措置である。

３点目は、より効率化を促進するためのプライス

キャップ規制方式のX値の見直しであり、これに

より、アクセスチャージがTELRICの水準に近づ

くことが期待される。

まず、最初のNTS費用の負担方法の問題であ

るが、これは、１９９７年５月のFCC決定（FCC

９７―１５８）で具現化され、これまでの住宅用加入者

の月額負担額の上限３．５ドルを、複数回線利用者

に限定しているが、１９９８年に上限を５ドル、１９９９

年からは上限を６．０７ドルに引き上げるというもの

である。一回線契約の住宅用加入者及び事務用加

入者の負担額３．５ドルを維持したのは、月額固定

料金の一律の引き上げによる利用者の負担増に

よって、利用者のネットワークからの離脱を防止

する措置である１２）。また、複数回線契約の事務用

利用者の月額加入者回線料（Subsriber Line

Charge：SLC）も引き上げられ、平均で６．９２ド

ルから９ドルになることが見込まれている。この

決定は、長距離通信事業者から加入者にNTS費

用の負担比率の移行が図られたという点で、一つ

の前進ではある。しかし、住宅用単一回線利用者

のNTS費用の負担額である月額３．５ドルでは、

NTS費用をカバーしていないとFCCは記してお

り、１９８４年の決定時と同様に、資源の効率的配分

の達成の観点では、今回も全面的な解決には至っ

ていない。

また、FCCは、これまでNTS費用に関して、

加入者回線料で賄いきれない部分については、長

距離通信事業者から通信量に応じて事業者共用回

線料（Carrier Common Line Charge：CCLC）

として徴収することを認めてきた。しかし、この

方式では、各加入者に一律に発生する費用負担の

程度が、長距離通信サービスの利用の多寡で異な

ることから、長距離通信事業者に対しても、費用

の発生を反映するよう利用者数に比例して負担さ

せる仕組みに変更した。この方式は、優先接続指

定事業者料金（Primary Interexchange Carrier

Charge：PICC）と称し、利用者が特定の長距離

通信事業者を自己の主たる事業者として予め登録

する優先接続制度を利用し、優先接続した加入者

数に比例して加入者単位に月額定額料金で徴収す

るというものである。優先接続指定事業者料金は、

具体的には、以下の事項から構成され、その料金

水準は表２のとおりである。また、加入者回線料

の引き上げ及び優先接続指定事業者料金の導入に

より、長距離通信事業者が従量制で支払う州際ア

クセスチャージの料金水準は、着実に低下してい

る（表３参照）。

�１ 優先接続に指定した単一回線の住宅用利用

１２）通信法第２５４条のユニバーサル・サービスで、良質なサービスが、公正、妥当かつ低廉な料金で利用可能でなければならない
と規定している。
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者及び事務用利用者には、１９９８年には一加入者当

たり月額０．５３ドルの負担額とし、１９９９年以降にそ

の引き上げを認める。ここでの０．５３ドルとは、ユ

ニバーサル・サービス・ファンド及びライフライ

ン・アシスタンスのために長距離通信事業者に課

せられた一加入当たりの負担額にほぼ等しい額で

ある。

�２ ２回線以上の住宅用利用者には１９９８年では

１．５ドル、事務用利用者には２．７５ドルとし、１９９９

年以降も引き上げを認める。

�３ 優先接続指定事業者料金は段階的に引き上

げを予定しているが、州際に係るNTS費用に関

して、加入者回線料と優先接続指定事業者料金で

賄えない部分については、従来の従量制課金であ

る事業者共用回線料での徴収を認める。しかし、

これは過渡的措置であり、NTS費用を加入者回

線料と優先接続指定事業者料金でカバーできた段

階で事業者共用回線料は廃止する。

今回の加入者回線料の引き上げと優先接続指定

事業者料金制度の設置により、長距離通信市場か

ら地域通信市場への補助及び長距離通信市場にお

ける大口利用者から小口利用者への補助は段階的

に軽減の方向に向かっている。しかし、事業者共

用回線料制度は存続され、FCCも１９９７年５月の

決定文書の中で認めているとおり、今回の改正で

これまでの暗黙的な補助が即座に解消されたとい

うものではない。１９００年代前半からNTS費用を

負担能力のあるところに課してきたこれまでの方

式に対し、FCCは１９８０年代からこの是正に取り

組んではいるが、２０年を経過した現在でも改善す

べき課題として残っている。このことは、いった

ん作り上げられ、運営されているシステムが既得

権益化した場合、その更改が、いかに困難である

かを象徴していると言えよう。

表２ 州際NTS費用負担の推移（全米平均一回線月額料金）
（単位 ドル）

加入回線料 優先接続指定事業者料１）

単 一 回 線 複数回線住宅 複数回線事務 単 一 回 線 複数回線住宅 複数回線事務

１９９８，１，１～１９９８，６，３０ ３．５０ ４．９８ ６．９２ ０．４９ １．５０ ２．５２

１９９８，７，１～１９９８，１２，３１ ３．５０ ４．９９ ７．１１ ０．４９ １．３８ ２．３８

１９９９，１，１～１９９９，６，３０ ３．５０ ５．８８ ７．０５ ０．４９ １．３８ ２．２２

１９９９，７，１～１９９９，１２，３１ ３．５０ ５．８４ ６．９４ ０．９５ １．７７ ２．７８

１）表２の料金水準は、全米平均であり、PICC単一回線の料金は、１９９９，７，１から１２，３１までの間、ベル系地域電話会社は各社

１．０４ドルで共通であるが、住宅用利用者の複数回線については、０．０３～２．５３ドルの格差がある。複数回線の事務用利用者に

関しても、０．０４～４．３１ドルの差が存在する。

出典：FCC（１９９９）Trends in Telephone Service 表１．１の抜粋

表３ 州際従量部分のアクセスチャージの推移（全米平均１分当たり）
（単位 セント）

CCLC（発信） CCLC（着信） 従量（TS）

１９８４，５，２６～１９８５，１，１４ ５．２４ ５．２４ ３．１０

１９９８，１，１～１９９８，６，３０ ０．６８ ０．２３ １．２９

１９９８，７，１～１９９８，１２，３１ ０．９１ ０．２０ ０．９９

１９９９，１，１～１９９９，６，３０ ０．８２ ０．１６ ０．９８

１９９９，７，１～１９９９，１２，３１ ０．３７ ０．１０ ０．８６

出典：FCC（１９９９）Trends in Telephone Service 表１．２の抜粋

～ ～ ～ ～～
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なお、今回の長距離通信事業者に対するNTS

費用の定額課金に加え、１９９７年５月の決定では、

市内交換に際して加入数に比例して発生する費用

のうち、これまで従量制で課金していた部分につ

いては、加入数に応じた定額料金制に変更され、

費用の実態を反映する方式に改められている。

アクセスチャージ改革の２点目は、１９９９年８月

に出された「第５回報告及び規則制定手続きの告

示」（FCC９９―２０６）である。１９９６年に改正され

た通信法は、新たに第１０条を設け、�１料金やサー

ビス提供が正当かつ合理的で、不当に差別的では

ないことを確保するための規制が必要ではない場

合、�２消費者保護のために規制を実施する必要性

がない場合、�３規制を差し控えることが公共の利

益に資する場合には、規制を差し控えることを明

記した。１９９９年８月に下されたFCCの決定は、

規制差控えの規定に沿うもので、具体的には、�１

プライスキャップ規制における新サービス導入時

の内部補助テストの実施省略、�２従来の需要密度

を反映した地域別料金格差を認めるゾーン制の拡

大、�３州際LATA内長距離通信サービス１３）に対す

るプライスキャップ規制の適用除外等が盛り込ま

れている。

また、FCCは、１９９６年１２月のアクセスチャー

ジに関する規則制定案告示において、現行のアク

セスチャージの水準を経済的費用に近づけるため

の方法として、市場ベースのアプローチと規定的

（prescriptive）アプローチの２つを提案した。

２つのアプローチの目標は、市場の競争を促進し、

料金規制が廃止される市場の生成をめざすことで

共通ではあるが、後者の方がFCCの規制への関

与の程度は大きい。この２つのアプローチに関し

て、FCCは１９９７年５月の決定において、規定的

アプローチも競争メカニズムが機能しない状況で

は採用の可能性を否定しないものの、市場ベース

のアプローチを中心に適用する方針を明記した。

今回のアクセスチャージ制度の簡素化、柔軟性の

確保は、規制を緩和することにより市場メカニズ

ムが機能する領域を拡大させる、すなわち、

FCCの市場ベースのアプローチによる競争促進

政策の一つと位置づけることができる。

３点目が、プライスキャップ規制方式のX値算

定の再検討である。FCCは、１９９７年に、これま

での利潤分配方式を併用したプライスキャップ規

制は、インセンティブ効果を減じることになり、

より効率化を促進する方式に改める必要性がある

こと、プライスキャップ規制に移行し６年が経過

し、データとノウハウの蓄積が図られたことに

よって、信頼性のある生産性の計測が可能になっ

たとして、前述のとおりX値を６．５％とし、さら

に、利潤分配方式を廃止する旨の決定を下した。

しかし、USTAの提訴の結果、１９９９年５月にFCC

に再検討を命じる判決が下されたことを受けて、

FCCは１９９９年１１月に本件に関する規則制定案の

告示を発出した（FCC９９―３４５）。FCCは、ここ

で、以下の３つの選択肢を含む原案を提示し、現

在、意見のとりまとめの最中にある。具体的なX

値の算定方法については、次節で取り上げるが、

ここで挙げられた選択肢とは、以下のとおりであ

る。

�１ １９９７年のX値の決定は、FCCのTFP研究ス

タッフによるものであるが、この結果のみを利用

するのか、あるいは、他の方式も利用すべきか否

か。

�２ １９９７年のFCCのスタッフ・ペーパーの改

善を図り、再度計測を行った値を使用するか、否

か。また、１９９７年のレポートを見直した１９９９年の

FCCのTFPスタッフ・ペーパーについての意見

１３）一つのLATAが複数の州をまたぐ事例である。
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も要請する。なお、１９９９年のTFP計測上の主た

る変更点とは、生産量指数の作成において、生産

量の一つとして利用した地域通話回数を、より利

用実態を反映した通話時間に変更したこと、資本

サービス費用の作成方法の変更等である。

�３ TFPの計測によらず、地域電話会社が競

争環境にあったならば得ていたであろう報酬から、

X値を算出する方法を採用するか否か。また、

FCCは、この方法についての意見も求めている。

選択肢�１及び�２が、従来のTFP値を根拠とす

る方針であるのに対し、選択肢�３は、収入と費用

からX値をいわば逆算しようとするもので、FCC

の本文書のみでは詳細は明らかではないが、

OFTELがBTの利用者向け料金に対して適用して

いるプライスキャップ規制方式におけるXの算定

に近いものと思われる。FCCは、現在、上記に

関しての意見提出を要請しており、今後改めてプ

ライスキャップ規制のX値の決定を行うことにな

る。

４ X値の決定問題

本節では、裁判所で争われた１９９７年のプライス

キャップ規制のX値の決定問題を取り扱う。まず、

生産性の計測について、�１項で基本的事項の整理、

�２項で電気通信事業における生産性の計測事例を

サーベイし、�３項でプライスキャップ規制のX値

決定のために行われたFCC等のTFPの計測事例

を取り扱うこととする。

４．１ 生産性の計測

電気通信事業におけるプライスキャップ規制方

式は、様々な外生的要因を考慮する等の補正が加

えられているが、価格引き上げの上限は、基本的

には、物価指数変化率から、当該事業者の生産性

上昇率を差し引いて設定される。

まず、生産性は、大別して偏生産性と総生産性

に分けることができる。偏生産性は、一種類の生

産要素投入量に対する生産量の比率で表され、従

業員一人当たりの生産高は、一般に利用される偏

生産性指標の一つである。しかし、この場合、資

本設備の拡張によって、労働一単位当たりに投下

された資本設備が高くなる場合にも労働生産性は

上昇するため、この偏生産性の推移が、労働資源

の効率性向上によるものか、他の要因によるもの

かの判別がつかないことになる。

このため、実務的には偏生産性指標を見ること

は多いが、プライスキャップ規制のX値の設定を

はじめとする生産性計測に用いられるのが、全要

素生産性（Total Factor Productivity：以下、「TFP」

という。）である。TFPは、複数の生産物と生産

要素のそれぞれについて集計指数を作成し、集計

された生産量指数を生産要素投入量指数で除した

ものとして定義される。

また、生産性の計測方法にはさまざまな方式が

あるが、これまで電気通信分野で行われてきたも

のとしては、Törnqvist生産性指数やMalmquist

生産性指数を計測する方法等が挙げられる。

Törnqvist生産性指数でTFPを計測する方法は、

企業が費用最小化行動、すなわち技術非効率性及

び配分非効率性の双方が存在しないことを前提と

する。一方、Malmquist生産性指数は、その生産

性を技術効率性の変化と生産フロンティアのシフ

ト、すなわち、技術進歩率に分けることができる

点で、前提条件を異にする。また、Malmquist生

産性指数は、Data Envelopment Analysisと称さ

れる一種の線形計画法で計測が行われる一方、

Törnqvist生産性指数は、�１式に基づき算定され

る。�１式から示されるとおり、Törnqvist生産性

指数は生産量指数び生産要素投入量指数を作成す

るためのデータが入手できれば、比較的容易に

TFPの計測ができるという利点を有するととも

に、Diewertの定義する最良指数（superlativein-
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dex）の一つであることから、TFP計測にはしば

しば用いられている１４）。

ln（TFP１／TFP０）＝Σ（sm１+sm０）／２・ln(ym１／ym０）

－Σ（vi１+vi０）／２・ln（xi1／xi0） �１

ここで、yは生産量、xは生産要素投入量、pは

生産物価格、wは生産要素価格

sm及びviは、m生産物の生産物収入シェア、ｉ

生産投入要素の生産要素費用シェアである。

sm＝pmym／Σpmym

vi＝wixi／Σwixi

また、�１式は生産物市場が競争状況にあること

を前提に、収入シェアをウエイトに生産量を集計

している。しかし、その仮定を緩め、収入シェア

を生産量に対する費用弾力性に置き換え、これを

ウエイトに生産量指数を作成する方法もある。こ

の場合、予め費用関数を推定し、生産量に対する

費用弾力性（＝∂lnC／∂lny：Cは費用を示す）

を計測する必要があるが、この弾力性をウエイト

に用いることによって、TFP計測後の要因分解

で、価格と限界費用との乖離の程度、すなわち、

マークアップ率を計測することが可能となる。

Norsworthy and Tsai（１９９９）は、１１の大規模

な地域電話会社のTFPについて、収入シェアと

限界費用でウエイト付けしたTörnqvist指数に

よってTFPをそれぞれ計測している。ここでの

１１の地域電話会社のTFP年平均成長率は、表４

のとおりであるが、ウエイトの取り方によって生

産性の値が異なること、収入シェアをウエイトに

用いた集計の方が、生産性成長率が高いという結

果が示されている。

４．２ TFPの計測事例

電気通信事業をはじめとする公益事業では、

１９８０年代より多方面で生産性の計測が行われるよ

うになった。プライスキャップ規制におけるX値

の設定問題では、TFPの計測で事足りるが、こ

れらの分析では、どのような要因によって生産性

が変動するのか、とりわけ、技術進歩がどの程度、

生産性向上に寄与しているのかの点に関心が寄せ

られており、費用関数を推定し、予め計測した

TFPの要因を分解するという研究事例が多い。

米国及び我が国の電気通信事業者を対象に、

TFPを計測した研究事例の概要は、表５のとお

りである。Törnqvist指数でTFPを計測し、総費

用関数、あるいは、資本が調整されているという

仮定を緩めて、可変費用関数を推定し、この費用

関数のパラメータを利用して、規模に関して収穫

一定ではない状況下で生産量変化の生産性に与え

る影響、資本量が最適に調整されていない状況下

で資本量の変化の生産性に与える影響及び技術進

歩率等に分解するというのが、これまでのところ

一般的であると言える。

表５には掲載しなかった電気通信分野における

計測事例としては、Nadiri and Schankerman

（１９８１）、Resende（１９９９）、伊 藤・今 川（１９９３）、

経済企画庁（１９９８）等があるが、これらを含めて

も生産量指数には通話分数、加入者回線数、専用

回線数等を集計し、投入量指数には労働、原材料、

資本を利用し、�１式、あるいは、�１式のウエイト

を収入比ではなく、生産量に対する費用弾力性に

１４）Diewertは、基準時点０期から比較時点１期で、生産価格p，生産量yとするとき、数量指数Q（p０，p１，x０，x１）＝f（x１）／f（x０）を
満たすとき、数量指数Qはf（X）に対しエグザクトな指数であると定義した。さらに、一次同次関数に対し２次近似可能な関数
をフレキシブルな関数とし、このフレキシブルな関数に対応するエグザクトな指数を最良指数と定義した。

表４ 大手地域電話会社のTFP年平均変化率
（単位 ％）

１９８１―１９９０年 １９８４―１９９０年

収入シェア ６．１９５２ ３．８１２２

限 界 費 用 ２．３５３６ ２．３４６７

Norsworthy and Tsai（１９９９）表２の一部抜粋
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代えて算定する方法が、これら研究事例の概ね共

通するところである。

また、要因分解の結果として、Nadiri and

Nandi（１９９９）の結果を示すならば、１９３８～１９８７

年のTFP年平均成長率３．８７％の内訳として、技

術進歩率が２．０６％、価格と限界費用との乖離の程

度を示すマークアップ率が０．９９％、生産量変化の

影響が０．８３％である。一方、１９７５～１９８３年では生

産性変化率が５．３５％、技術進歩率１．７４％、１９８５～

１９８７年では、生産性変化率２．４０％のうち、技術進

歩率０．３８％であり、一般に電気通信分野は技術進

歩が著しいと言われるが、近年の生産性変化率の

寄与の点では、必ずしもその役割は大きいもので

はないという結論となっている１５）。

４．３ FCCの計測

以下では、判決で再検討を求められた1997年5

月のX値設定問題を取り扱う。FCCは、当初のア

クセスチャージに対するプライスキャップ規制の

X値を一定の調整を加えたTFP変化率にプライス

キャップ規制導入による便益の消費者還元分

０．５％の合計として設定している。X値決定で問

１５）生産要素が可変であり、規模に関して収穫一定、生産物市場及び生産要素市場が完全競争市場であるならば、TFP変化率は、
技術進歩率を示すと見なされるが、Nadiri and Nandi（１９９９）の結果は、このような前提にたつ場合、技術進歩率を過大に評
価する可能性があることを示している。

表５ 電気通信事業における生産性の計測とその要因分解

Denny, Fuss and

Waverman（１９８１）

Nadiri and Nandi

（１９９９）

Norsworthy and

Tsai（１９９９）
Oniki et al.（１９９４）

対象事業者
ベル・カナダ 分割前・分割後の

AT＆T

米国の大手地域電話

会社

電電公社・NTT

計 測 期 間 １９５２―１９７６年 １９３５―１９８７年 １９８１―１９９０年 １９５８―１９８７年

生 産 指 数

長距離通信サービ

ス、WATS

専用サービス

地域通信サービス

その他

地域通信サービス

長距離通信サービス

地域通話分数

長距離通話分数

加入者回線数

基本料金、地域・長

距離、専用線、電報

・テレックス、雑収

入

投 入 指 数

労働

原材料

資本

労働

原材料

R＆D資本

R＆D以外の資本

労働

原材料

資本

労働

原材料

資本

TFP 年

平均成長率

規模弾性で集計

３．３５％

規模弾性で集計

３．８７４％

規模弾性で集計

２．３５３％

収入比で集計

６．１９５％

収入比で集計

３．２１％

要 因 分 解

総費用関数

技術進歩率

生産量変化

マークアップ率

可変費用関数の推定

（需要関数も推定）

技術進歩率

生産量変化

マークアップ率

資本量変化

可変費用関数の推定

マークアップ率

可変費用関数の推定

技術進歩率

生産量変化

資本量変化

制度変更の効果

（ダミー変数）

１）参考文献に掲げる文献により作成

２）総生産性変化率の水準が明記され、かつ、要因分解が行われている事例を取り上げた。
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題となるのは、どのようにしてTFP変化率を計

測するのかという問題と、計測されたTFP変化

率を含め、どのような算式でX値を設定するのか

という問題がある。

まず、TFP変化率の計測に関してFCCの計測

が前項の事例と異なる点は、Törnqvist生産指数

を利用するのではなく、フィッシャーの理想指数

で生産性変化率を計測していることである。

フィッシャーの理想生産量指数Fyは、ラスパイレ

ス生産量指数Lyとパーシェ生産量指数Pyの幾何平

均であり、生産量y、生産物価格p、生産要素投

入量x、基準時点０期、比較時点１期とすると、

�２式及び�３式から、�４式のとおり求められる。

ラスパイレス生産量指数

Ly＝
Σpi０yi１

Σpi０yi０
＝Σsi０

yi１

yi０
�２

ここで、si０＝
pi０yi０

Σpi０yi０

パーシェ生産量指数

Py=
Σpi１yi１

Σpi１yi０
=

１
Σsi１（yi０／yi１）

�３

ここで、si１=
pi１yi１

Σpi１yi１

�２式及び�３式から、フィッシャーの理想生産量

指数

Fy＝（Ly・Py）１／２＝｛Σsi０yi
１

yi０
×

１
Σsi１（yi０／yi１）｝

１／２

�４

生産要素投入量に関しても、生産量と同様にし

て、ラスパイレス投入量指数

Lx=
Σwi０xi１

Σwi０xi０
=Σvi０

xi１

xi０
�５

ここで、vi０=
wi０xi０

Σwi０xi０

パーシェ投入量指数

Px＝
Σwi１xi１

Σwi１xi０
＝

１
Σvi１（xi0／xi１）

�６

ここで、vi１=
wi１xi１

Σwi１xi１

�５式及び�６式から、フィッシャー理想投入量指数

Fx＝（Lx・Px）１／２＝｛Σvi０xi
１

xi０
×

１
Σvi１（xi０／xi１）｝

１／２

�７

�１式は、Törnqvist指数によるTFP変化率の算

式であったが、フィッシャー理想指数を用いた

TFP変化率は、�４式及び�７式を用い、�８式によ

り求めることができる。

ln（TFP１／TFP０）＝ln｛Σsiyi
１

yi０
×

１
Σs１（yi０／y１）｝

１／２

－ln｛Σvixi
１

xi０
×

１
Σvi１(xi０／xi１）｝

１／２

�８

Törnqvist指数及びフィッシャーの理想指数は、

Diewertが定義する最良指数であるが、FCCが、

Törnqvist生産指数ではなく、フィッシャーの理

想指数を利用している根拠も、Diewertに依る。

Diewert（１９９２）は、望ましい指数の公準として、

時点転逆テスト等の２０個のテストを用意し、ラス

パイレス指数、パーシェ指数、フィッシャーの理

想指数、Törnqvist指数等が、どのテストを満た

すか、それぞれテストを行っている。この結果、

フィッシャーの理想指数は、２０のテストすべてを

満たす一方、Törnqvist指数は、数量転逆テスト、

比較時、基準時の価格･数量の単調性のテストを

満たしていないことを理由に、フィッシャーの理

想指数が優れた指数であると結論付けている１６）。

１６）Diewertが行った価格と生産量を独立変数として取り扱う原子論的アプローチ（atomistic approach）は、どのテストが適切な
テストであるのかに関してコンセンサスに欠ける等の問題があることをDiewertも認知している。Diewertのこの論文における
主張は、フィッシャーの理想指数が、原子論的アプローチと経済学的アプローチ（又は関数論的アプローチ）の双方において
優れているということにある。なお、筆者が数値例を用いて、TFP変化率をTörnqvist指数とフィッシャーの理想指数の双方
で計算したところ、両者の差は１０－４から１０－６のレベルにあり、ほとんど差は見られず、どちらの指数を選択しても、計測結果
への影響はほとんどない。
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次に問題となるのは、X値設定の算式である。

FCCはX値を前述の方式で算定されたTFP変化率

そのものではなく、地域電話会社のTFPを

TFPLEC、農業部門を除く経済全体のTFPをTFPUS、

地域電話会社の生産要素価格をwLEC、農業部門を

除く経済全体の生産要素価格をwUSとすると、�９

式でX値を設定している１７）。
� � � �

X＝TFPLEC＋wUS－TFPUS－wLEC

＋便益消費者還元分（０．５％） �９

FCCが用いた�９式は、地域電話会社のTFPだ

けではなく、農業部門を除く経済全体のTFP、

ならびに農業部門を除く米国全体及び地域電話会

社の生産要素価格の変化率を必要とし、FCCは

そのそれぞれについて計測を行っている。これは

地域電話会社の生産要素価格変化率が、必ずしも

経済全体の生産要素価格の変化率と一致しないこ

とを考慮した上での調整である。しかし、このこ

とは、本来、費用情報の非対称性の下で規制コス

トを軽減しつつ、かつ、被規制事業者に費用削減

インセンティブを付与するというプライスキャッ

プ規制の基本的な考え方とはかい離するものとな

る１８）。さらに、単純なプライスキャップ規制方式

である「GNP･PI変化率－TFPLEC変化率」方式と

比べ、計測項目が1箇所から4箇所に増えることか

ら、計測上の誤差も大きくなる可能性が高まる１９）。

また、FCCは�９式で示されるとおり、プライ

スキャップ規制を適用することによる便益の消費

者還元分として、０．５％をX値に加えている。こ

の消費者還元とは、１９８９年に決定したAT＆T

サービスに対するプライスキャップ規制から導入

されているもので、地域電話会社のアクセス

チャージに対する規制でもそのまま継承されてい

る。１９８９年の決定時点の消費者還元の根拠は、

TFPがこれまでの公正報酬率規制下の事業者の

１７）�９式の導出は、次のとおりである。プライスキャップ規制の対象となる生産物価格pLEC、生産量yLEC、地域電話会社の生産要
素価格wLEC、生産要素投入量xLEC、農業部門を除く経済全体の生産要素価格wUSで表す。規制当局は地域電話会社のサービス
の価格を収入＝費用と収支均衡するように設定するため、
pLEC＝xLEC×wLEC／yLEC （n１）

また、TFPLEC＝yLEC／xLECと定義されることから、（n１）式は（n２）式と表すことができる。
pLEC＝wLEC／TFPLEC （n２）

（n２）式を変化率（・）で示すと（n３）式となる。
� �

�

pLEC＝wLEC－TFPLEC （n３）
（n３）式より、プライスキャップ規制における価格変化率の上限は、地域電話会社の生産要素価格の変化率とTFP変化率の差
として設定される。このとき、米国でプライスキャップ規制を既に適用していたAT＆Tのサービスの事例では、wLECに代え
てGNP・PIが用いられ、また、英国のOFTELのBTに対するプライスキャップ規制ではRPI（Retail Price Index）が用いられ
ており、地域電話会社に対する規制でもGNP・PIが準用される。
プライスキャップ方式は、最も単純なケースでは、（n３）式より、GN

�

P・PI－T
�

FPLECとして定式化され、
X値＝TFPLEC変化率 （n４）

とされる。しかし、電気通信事業では技術進歩によって生産要素価格がGNP・PIと乖離することも想定され、その乖離を調整
�

�するため、X値に調整項D＝GNP・PI－wLECを加えることとした。これにより、（n４）式のX値は、
� � �

�X＝TFPLEC＋GNP・PI－wLEC （n５）
一方、GNP・PIは、経済全体が競争市場であると仮定すると、

�
�

�

GNP・PI＝wUS－TFPUS （n６）
（n５）式及び（n６）式から、（n７）式のとおり、消費者還元分を除く本文中の�９式が得られる。

� �
�

�
�X＝TFPLEC＋wUS－TFPUS－wLEC （n７）

１８）しかし、１９９７年のFCCの決定以前のアクセスチャージに対するプライスキャップ規制では、公正報酬率規制による利潤分配方
式が加えられていたことから、当初から情報の非対称性や規制コストの問題については、あまり意識されてこなかったとも言
える。

１９）アクセスチャージに対するプライスキャップ規制では、AT＆Tに対する規制方式で採用したGNP・PI変化率の利用を踏襲して
いるが、GNP・PI変化率に当該事業者の総生産性変化率を差し引くという基本形に対し、既存の地域電話会社に特有の調整を
加えていくのであれば、�９式を用いずとも、（n３）式で料金値上げの上限を設定する方法も考えられる。FCCが公表したX値
計算過程の値（１９９７年５月のFCC９７―１５９のFCCスタッフ・ペーパーの図D１）を利用すると、�９式を利用して計算した価格上
限と、（n３）式による上限とでは、�９式の導出方法からも推測されるとおり大差のない値が得られる。ただし、FCCの検討過
程では、wUS及びTFPUSの計算に関しては、ほとんど問題なくコンセンサスが得られているようである。
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生産性を反映したものであり、インセンティブ規

制導入によって、今後の効率化促進が期待できる

こと、その便益をまず消費者のために確保するこ

とであると記されている。さらに、０．５％という

水準については、利用者と株主とのバランスを

図った結果であるとしているが、消費者還元とそ

の水準についての根拠は、必ずしも明確に示され

ているとは言い難い。

一方、FCCのX値設定如何で、大きな影響を受

けるのが、アクセスチャージの支払い側である長

距離通信事業者と受け取り側である地域電話会社

であり、FCCの決定に際しての意見要請で、具

体的な計測結果を含めて意見を提出しているのが、

AT＆Tと地域電話会社の団体であるUSTAであ

る。このため、FCCがX値６．５％を決定した１９９７

年の文書においても、FCC、AT＆T及びUSTA

の計測方法が対比される形で記述されている。計

測に用いたデータと指数の作成方法を一覧にした

ものが表６であり、また、３者の計測したX値は、

表７のとおりである。この表７の値は、地域電話

会社のTFP変化率そのものではなく、消費者還

元分を除く�９式により算定された値である。一方、

参考に掲げている最も右の欄の数値は、１９９７年

FCC文書（No. ９７―１５９）の補論Dで示されたFCC

スタッフが計測した生産要素価格等の調整前のベ

ル系地域電話会社の総生産性TFPLECの値であり、

これは表５のTFP年平均変化率に対応する。

アクセスチャージの引き下げを目指す長距離通

信事業者の算定したX値が、地域電話会社の主張

するX値より高めになることは、予想されるとこ

ろであるが、FCCの値は、表６に示されるとお

りAT＆T方式を準用した結果、比較的AT＆Tの

提案に近い水準となっている。FCCは、１９９７年

に公表された決定文書において、AT＆Tと

USTAの数値の相違点について、それぞれのリプ

ライ･コメントから、その要点を記している。乖

離をもたらす大きな要因としては、AT＆Tが生

産量を物理的な通信量単位でとらえているのに対

し、USTAは通信量では実態を反映しない点につ

いて、一部収入データを使っており、このことが、

０．９％の違いを発生させるとしている。また、

AT＆Tは生産量として雑収入を対象外としてい

るが、USTAはこれを加えており、その違いが

０．４％の相違を生むとされている２０）。

また、生産量指数の作成において、収入比を利

用するか、生産量に対する費用弾力性を利用する

かによって、TFPの値が異なることは表４で示

したところである。AT＆Tは限界費用の利用を

提案したが、AT＆Tはその提案の中で、FCCの

文書からではその詳細は明らかではないが、限界

費用を費用関数の推定からではなく、会計データ

から算出された数値で代用させるとしている。こ

れに対し、ベルサウスは、会計データから算出す

ることの不合理性を主張し、結果的にAT＆Tも

収入比をウエイトに集計することに同意したとい

う経緯がある２１）。

さらに、X値は、数年間のTFP変化率の数値の

どの部分を採用するのか、あるいは、どの期間の

平均値を利用するのかによっても左右される。表

７のX値は、消費者還元分を合計する前段階の値

であり、1997年のX値６．５％の決定のうちの６．０％

部分に相当する値である。表７のX値は、１９９２年

以降、毎年上昇しているが、数年間の平均で

６．０％以上の値が得られているのは１９８８―１９９５年、

２０）生産量の計測対象の違いのほか、対象事業者にも相違がある（表６参照）。すなわち、AT＆Tはベル系地域電話会社、USTA
はこれに大手独立系電話会社を計測対象に加えているが、対象事業者の差による１９８９年から１９９４年のTFPの差は、０．１％であ
り、大きな差異はここからは生じていない。このため、FCCは、ベル系地域電話会社のみを計測対象とすることを決定した。

２１）生産量に対する費用弾力性をウエイトに用いる場合には、適切な費用関数の推定が必要となる。このことは、頑健な弾性値計
測の困難性の問題に加え、生産量及び生産要素投入量データで生産性を計測するという簡便性を失わせることになる。
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１９８９―１９９５年の２箇所であり、プライスキャップ

規制が適用された１９９１年以降の年平均変化率は

５．２％と、６．０％とはやや乖離している２２）。この点、

１９９９年の判決でも指摘されるとおり、１９９７年の

FCCの文書からでは、６．０％設定の根拠は必ずし

も明確ではない。むしろ、１９９７年のFCC文書に

は、「地域電話会社が、この目標に合致できるこ

とを期待する。…プライスキャップ規制方式は競

争市場のインセンティブを複写する（replicate）

ものではあるが、明らかに競争の代替ではない。」

（FCC９７―１５９. para.１４２）とし、以下の政策的配

慮を加味して設定したとも受け取られる記述が含

表６ プライスキャップ規制のためのTFP計測概要（１９９７年）

項 目 FCC１９９７年スタッフ・ペーパー USTA AT＆T

計 測 対 象 ７つのRBOC ７つ のRBOC及 びGTE, SNET,

Lincoln

７つのRBOC

計 測 期 間 １９８５年―１９９５年 １９８８年―１９９５年 １９８５年―１９９５年

生 産 指 数 ３つのカテゴリー（地域サービ

ス・州内長距離及び州内アクセス

サービス・州際サービス）

通話分数、加入者回線数、専用回

線数を用い、フィッシャーの理想

算式で数量指数作成

各生産量は、収入比でウエイト付

けし、集計

７つのカテゴリー（６つは、FCC

あるいはAT＆Tの３つのカテゴ

リーを細分化したもの。残り一つ

は、その他サービス）

専用サービスについては、回線

種別の集計の問題から、パーシェ

価格指数で実質化した専用収入を

生産量とする

各生産量は、収入比でウエイト付

けし、集計

３つのカテゴリー（地域サービ

ス・州内長距離及び州内アクセス

サービス・州際サービス）

通話分数、加入者回線数、専用回

線数を用い、フィッシャーの理想

算式で数量指数作成

各生産量は、収入比でウエイト付

けし、集計

投 入 指 数 労働・資本・原材料の３つのカテ

ゴリー

それぞれ総支出額に占める比率を

ウエイトとして集計

労働・資本・原材料の３つのカテ

ゴリー

それぞれ総支出額に占める比率を

ウエイトにして集計

労働・資本・原材料の３つのカテ

ゴリー

それぞれ総支出額に占める比率を

ウエイトにして集計

労 働 量

労 働 価 格

従業員数（ARMISデータ）

人件費／従業員数

従業員数

人件費／従業員数

従業員数（フルタイム・パートタ

イムの別）

人件費／従業員数

資 本 量

資 本 価 格

PI 法 （ Perpetual Inventory

Method）

BEA （Bureau of Economic

Analysis）表７．８から、該当する

通信関係の価格で資本量を実質化

する

収入－人件費－原材料費

（AT＆Tの提案を支持）

PI 法 （ Perpetual Inventory

Method）

BEA （Bureau of Economic

Analysis）表７．８から、該当する

通信関係の価格で資本量を実質化

する

Jorgensonの方式で算定

PI 法 （ Perpetual Inventory

Method）

BEA （Bureau of Economic

Analysis）表７．８から、該当する

通信関係の価格で資本量を実質化

する

収入－人件費－原材料費

原 材 料

原材料価格

原材料費（＝運用費－人件費－減

価償却費）／原材料価格
AT＆Tの価格指数を利用（一部

修正）

原材料費（＝運用費－人件費－減

価償却費）／原材料価格
GNP・PIを代理変数とする

原材料費（＝運用費－人件費―減

価償却費）／原材料価格
Bureau of Labor Statistics（BLS）

データを用い、Törnquist価格指

数を算定

FCC（１９９９，９７―１５９）より作成

２２）FCCは過去において６．０％を下回っても、将来はより高い生産性向上が期待できるとしているが、これまでの歴史的なTFP水
準の変化が将来のTFPと異なる場合、その調整は定義上、消費者還元分でなされることが適当と思われる。
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まれている。１９９６年に改正された通信法は、地域

通信市場への競争政策を打ち出した。しかし、設

備ベースの競争が生じているのは、大都市の大口

利用者の間であって、ほとんどの地域ではベル系

又は独立系の既存の地域電話会社の独占的状態に

ある。このため、長距離通信事業者は接続相手先

を選択する状況にはなく、既存の地域電話会社の

ネットワークに接続せざる得ない。FCCが、地

域通信市場の接続料金の算定方式に関してTEL-

RICを採用したのは、現実には独占的市場ではあ

るが、競争メカニズムが機能しているならば実現

されるであろう料金を設定することによって、物

理的には代替事業者が存在していなくとも、競争

市場と同じ市場成果を達成することにある。

FCCが、州際アクセスチャージに関してプライ

スキャップ規制を導入したのも、本来は独占事業

者が費用削減を行うことが期待できない市場にお

いて、競争市場であれば達成するであろう効率的

な事業展開の実現を意図したからであると考えら

れる。一方、TELRICで算定した接続料金と現行

アクセスチャージの乖離の大きさは、TELRICで

算定された値の信頼性に関しての議論は残されて

いるものの、既存の地域電話会社の効率化を図る

余地が大きいことを示唆している。この場合、ア

クセスチャージをTELRICの水準に近づける、す

なわち、将来的にアクセスチャージとTELRICに

よる接続料金との統合を図るには、アクセス

チャージに対し、市場ベースのアプローチでプラ

イスキャップ規制を継続する限り、X値の値を大

きくし、毎年段階的にアクセスチャージを引き下

げるという方法をとらざる得ない２３）。

さらに、Norsworthy and Tsai（１９９９）は、こ

れまで利潤分配方式が組み合わされたプライス

キャップ規制方式の下で、7つのベル系地域電話

２３）図１のアクセスチャージ全体の収入は、地域電話会社の総収入の約２５％に相当する。また、地域電話会社は１９９９年の裁判所の
審議において、X値の０．１％の変動が、米国全体ではアクセスチャージの２，３００億ドルの変化をもたらすと主張しており、X値
の設定は、アクセスチャージ全体の水準及び地域電話会社の経営状況に大きな影響を与える。

表７ １９９７年決定時点の各機関の算定したX値
（単位 ％） （参考）

１９９７年FCC AT＆T USTA FCC TFPLEC

１９８６年 －０．５ ０．２ ― ２．５８

１９８７ ５．０ ４．１ ― ２．９７

１９８８ ５．０ ６．４ ― ０．１２

１９８９ ７．９ ８．８ ２．１ １．９４

１９９０ ８．８ １１．０ ４．０ ６．８５

１９９１ ５．８ ６．０ ３．０ ２．０３

１９９２ ３．４ ４．１ ２．０ ４．３２

１９９３ ４．７ ６．０ ３．１ ３．８１

１９９４ ５．４ ５．９ １．８ ２．２１

１９９５ ６．８ ９．４ ３．５ ５．２０

１９８６―９５平均 ５．２ ６．２ ― ３．２０

１９８７―９５平均 ５．９ ６．９ ― ３．２７

１９８８―９５平均 ６．０ ７．２ ― ３．３１

１９８９―９５平均 ６．１ ７．３ ２．８ ３．７７

１９９０―９５平均 ５．８ ７．１ ２．９ ４．０７

１９９１―９５平均 ５．２ ６．３ ２．７ ３．５１

出典：FCC Docket No.９７―１５９の表及びその補論Dの表D１の抜粋
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会社のうち５社が、利潤分配方式が課されない最

も高いX値の５．３％を自主的に選択していると記

している。X値を複数用意し、地域電話会社に自

主的にX値を選択させる方式は、情報の非対称性

下の自己選択料金の一種である。最も高いX値を

選択した地域電話会社には、利潤分配方式が適用

されないということを考慮する必要はあるものの、

多くの地域電話会社が最も高い生産性変化率を自

ら選択したという行動は、地域電話会社の生産性

変化率が想像以上に高い可能性を示唆している。

アクセスチャージの支払い側である長距離通信

事業者が、プライスキャップ規制のX値に関して

高めの値、受け取り側の地域電話会社が低めの値

を主張し、意見が相違することは容易に想像でき

る。利害が対立し、しかも、その利害がX値に集

約される状況では、どのような値を決定したにせ

よ、関係者の不満、ひいては今回のように裁判所

への提訴に結びつく事態の発生も生じることにな

ろう２４）。

しかし、X値の決定に関してのコンセンサスを

得ることが容易ではないという理由で、プライス

キャップ規制方式の適用が現実的ではないと結論

付けるのは、早計であると思われる。プライス

キャップ規制適用以前、あるいは、現行のプライ

スキャップ規制の下でも、この手続きに入る前の

段階では地域電話会社の費用配賦で料金が算定さ

れている。地域電話会社とFCC間の費用情報の

非対称性が存在する状況下で完全配賦費用方式を

用いて料金を算定する場合、算定された料金が適

切であるのか否か、規制当局、さらには、第3者

が、自主的な判断を下せる状況にはない。換言す

れば、完全配賦費用の段階では、提訴の理由自体

を見いだすことも困難であると言えよう。米国の

料金算定においては、これまでも膨大な費用情報

の提出が求められ、かつ、公聴会等の場も設定さ

れ、透明性には以前から配慮された形で議論は行

われてきた。しかし、既存事業者の費用情報のみ

から判断し、料金を設定する方式では、実質的な

情報公開、透明性確保には限界がある。X値に関

して、AT＆TやUSTAのほか、様々な機関が意

見を提出しているのは、費用情報から比較的離れ

た立場であっても議論に参画できるという証であ

る。NTS費用の負担問題のように過去の不透明

な決定を現在でも引きずっているケースを考えれ

ば、長期的にどちらが規制コストが少ないかは現

時点では定かではない。一方、アクセスチャージ

に関しては、X値の決定に議論が集中している傾

向があるが、プライスキャップ規制を適用する以

前の費用配賦の段階（第２節�２項の�１から�３の手

順)の適正性の問題が存在することは留意してお

く必要がある２５）。

おわりに

FCCが三部作と称した新たなシステムの鳥瞰

図が、実際にはどこまで実現されるのかという現

実問題はあるものの、地域通信市場の接続問題、

長距離通信事業者が支払うアクセスチャージ問題、

ユニバーサル･サービス確保のための費用負担の

問題が一体として解決されるならば、AT＆T分

割時に温存されていた課題の多くが解消すること

２４）FCCが１９８９年にAT＆Tのサービスに対してプライスキャップ規制を導入することを決定した際には、地域電話会社のアクセス
チャージほど詳細なTFPの計測を行ったことは記されていない。AT＆Tのプライスキャップ規制は、１９９５年に終了したことも
あるが、精緻化をしていないケースでは問題に取り上げられず、労力を費やしたケースで差戻し判決で再検討が命じられたこ
とは皮肉な感がある。ただし、今回の判決の争点は、TFPの計測自体ということよりも、TFP計測後の消費者還元を含めたX
値の設定の問題であり、また、この点についてFCCは十分な説明を行っていないと思われる。

２５）既存の地域電話会社とAT＆Tは、１９９６年１２月のFCCのアクセスチャージに関する規則制定案告示（FCC９６―４８８）の議論にお
いて、現行の州際アクセスチャージ収入は州際費用を上回り、一方、州内アクセスチャージ収入は費用を下回っていること、
すなわち、州際と州内の費用の配賦方法に問題があることを指摘している。FCCも、その文書において、費用配賦に関しての
検討の必要性を記している（FCC９６―４８８ para.４５）。
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になる。このことは、地域通信市場を含めた競争

市場の生成へと大きな一歩を踏み出すことになる

し、また、当初の通信法の改正趣旨にかなうもの

である。

しかし、１９９６年の通信法改正を受けての制度変

更全般は、必ずしも順調には進んでいない。地域

通信市場に競争政策を導入し、かつ、ベル系地域

電話会社に長距離通信サービスの提供を認めるに

は、AT＆T分割の際に全面的な問題解決ができ

なかった長距離通信サービスから地域通信サービ

スへの暗黙的な補助制度の変更が必要となるが、

これは1997年の改正でも部分的な改善にとどまっ

ている。また、資金の流れの点では外部補助制度

が実現されているユニバーサル･サービスに関し

ても、コスト算定方法等の改善が求められてはい

るものの、現時点のところ改正の全体像が固まっ

ている段階ではない。

競争市場の生成、あるいは、物理的な競争が生

じていない場合に規制手段を通じて擬似的な競争

市場を創出することは、これまで少数の関係者が

保有していた独占レントを消費者に還元しようと

する試みである。しかし、アクセスチャージの問

題に限らず、いったん何らかのレントを獲得した

者から、これを取り上げることは容易なことでは

ないし、一定の制度変更には摩擦が生じることは

想像に難くない。

一方、米国では、規制設計に関して、裁判所の

果たす役割が、我が国やヨーロッパ諸国と比べて

高い。このことは、客観的な判断、決定の透明性

の面では有効であり、一定の意味を持つ。しかし、

通信法改正後のシステム設計の進捗が必ずしも順

調ではなく、その要因に、レントを保有する側が

そのレントの消滅を遅らせる手段として提訴を

使っているように筆者には感じられてならない。
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